
○岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める

条例施行規則 

平成２５年３月２９日 

市規則第９８号 

（趣旨） 

第１条 この規則は，岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基

準等を定める条例（平成２４年市条例第８５号。以下「条例」という。）の施行に関し，

必要な事項を定めるものとする。 

（別居の親族） 

第２条 条例第２６条及び第７７条に規定する規則で定める者は，訪問介護員等又は看護

師等との関係が，次の各号のいずれかに該当する利用者とする。 

（１） 配偶者 

（２） ３親等内の血族及び姻族 

（別居の親族に対する指定訪問介護に係るサービス提供の制限の例外） 

第３条 条例第２６条ただし書に規定する規則で定める基準は，次の各号のいずれにも該

当する場合とする。 

（１） 指定訪問介護の利用者が離島，山間のへき地その他の地域であって，その別居

の親族から指定訪問介護の提供を受けなければ，必要な訪問介護の見込量を確保する

ことが困難であると市長が認める地域に住所を有すること。 

（２） 指定訪問介護が介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）

第４６条第１項に規定する指定居宅介護支援事業者又は法第４７条第１項第１号に規

定する基準該当居宅介護支援の事業を行う者の作成する居宅サービス計画に基づいて

提供されること。 

（３） 指定訪問介護が条例第５条第２項に規定するサービス提供責任者の行う具体的

な指示に基づいて提供されること。 

（４） 指定訪問介護が入浴，排せつ，食事等の介護をその主たる内容とすること。 

（５） 指定訪問介護を提供する訪問介護員等の当該指定訪問介護に従事する時間の合

計時間が当該訪問介護員等が指定訪問介護に従事する時間の合計時間のおおむね２分



の１を超えないこと。 

２ 指定訪問介護事業者は，条例第２６条ただし書及び前項の規定に基づき，訪問介護員

等にその別居の親族である利用者に対する指定訪問介護の提供をさせる場合において，

当該利用者の意向，当該利用者に係る訪問介護計画の実施状況等からみて，当該指定訪

問介護が適切に提供されていないと認めるときは，当該訪問介護員等に対し適切な指示

を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

（同居家族に対するサービス提供の制限の例外） 

第４条 条例第４６条第１項ただし書に規定する規則で定める基準は，次の各号のいずれ

にも該当する場合とする。 

（１） 基準該当訪問介護の利用者が離島，山間のへき地その他の地域であって，その

同居の家族から基準該当訪問介護の提供を受けなければ，必要な訪問介護の見込量を

確保することが困難であると市長が認める地域に住所を有すること。 

（２） 基準該当訪問介護が法第４６条第１項に規定する指定居宅介護支援事業者又は

法第４７条第１項第１号に規定する基準該当居宅介護支援の事業を行う者の作成する

居宅サービス計画に基づいて提供されること。 

（３） 基準該当訪問介護が条例第４３条第２項に規定するサービス提供責任者の行う

具体的な指示に基づいて提供されること。 

（４） 基準該当訪問介護が入浴，排せつ，食事等の介護をその主たる内容とすること。 

（５） 基準該当訪問介護を提供する訪問介護員等の当該基準該当訪問介護に従事する

時間の合計時間が当該訪問介護員等が基準該当訪問介護に従事する時間の合計時間の

おおむね２分の１を超えないこと。 

（別居の親族に対する指定訪問看護に係るサービス提供の制限の例外） 

第５条 条例第７７条ただし書に規定する規則で定める基準は，次の各号のいずれにも該

当する場合とする。 

（１） 指定訪問看護の利用者が離島，山間のへき地その他の地域であって，その別居

の親族から指定訪問看護の提供を受けなければ，必要な訪問看護の見込量を確保する

ことが困難であると市長が認める地域に住所を有すること。 

（２） 指定訪問看護が法第４６条第１項に規定する指定居宅介護支援事業者又は法第



４７条第１項第１号に規定する基準該当居宅介護支援の事業を行う者の作成する居宅

サービス計画に基づいて提供されること。 

（３） 指定訪問看護が条例第７５条第１項に規定する訪問看護計画書に基づいて提供

されること。 

（４） 指定訪問看護を提供する看護師等の当該指定訪問看護に従事する時間の合計時

間が当該看護師等が指定訪問看護に従事する時間の合計時間のおおむね２分の１を超

えないこと。 

２ 指定訪問看護事業者は，条例第７７条ただし書及び前項の規定に基づき，看護師等に

その別居の親族である利用者に対する指定訪問看護の提供をさせる場合において，当該

利用者の意向，当該利用者に係る訪問看護計画書の実施状況等からみて，当該指定訪問

看護が適切に提供されていないと認めるときは，当該看護師等に対し適切な指示を行う

等の必要な措置を講じなければならない。 

（生活相談員） 

第６条 条例第１０２条第５項及び第１３４条第５項に規定する規則で定める者は，次の

各号のいずれかに該当する者とする。 

（１） 介護支援専門員の登録を受けている者 

（２） 介護福祉士 

２ 条例第１５０条第５項，第１８５条第３項，第２２０条第４項及び第２４２条第５項

に規定する規則で定める者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

（１） 介護支援専門員 

（２） 介護福祉士 

（機能訓練指導員） 

第７条 条例第１０２条第６項，第１３４条第６項，第１５０条第７項，第１８５条第４

項及び第２２０条第７項に規定する規則で定める者は，理学療法士，作業療法士，言語

聴覚士，看護職員，柔道整復師，あん摩マッサージ指圧師，はり師又はきゅう師（はり

師及びきゅう師については，理学療法士，作業療法士，言語聴覚士，看護職員，柔道整

復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で６

月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。）とする。 



（管理者） 

第８条 条例第１０３条第２項，第１３５条第２項，第１５１条第２項，第１８６条第２

項，第２２１条第２項及び第２４３条第２項に規定する規則で定める者は，次の各号の

いずれかを満たす者とする。 

（１） 次に掲げる事業又は施設の常勤の従業者として業務に従事した期間が通算して

２年以上である者 

ア 法第８条及び第８条の２に規定する事業又は施設 

イ 旧法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護又は同条第７項に規定する介

護予防通所介護を行う事業 

ウ 健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条

の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第２６条の規定に

よる改正前の法第８条第２６項に規定する介護療養型医療施設 

エ 法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業又は同号ロに規定

する第１号通所事業 

（２） 社会福祉施設長資格認定講習課程を修了した者 

（居室） 

第９条 条例第１５３条第５項第１号アただし書及び第１８８条第２項第１号アただし書

に規定する規則で定める利用者へのサービスの提供上必要と認められる場合は，次の各

号のいずれかに該当する場合とする。 

（１） 夫婦等の家族で居室を利用する場合 

（２） 利用者の経済的負担の軽減，地域の実情等により，２人部屋の整備が必要であ

ると認められ，かつ，次のいずれにも該当する場合 

ア それぞれの利用者が専用する区画は，窓に面していること。 

イ 利用者同士の視線が遮断され，利用者のプライバシーが十分に確保されているこ

と。 

ウ 利用者同士の視線を遮断する仕切りは，利用者の安全を確保するに足りる適切な

素材を用いていること。 

エ 容易に個室に転換できるよう設計上の工夫に努めていること。 



（食堂） 

第１０条 条例第１５３条第５項第２号ウただし書及び第１８８条第２項第２号ウただし

書に規定する規則で定める基準は，当該階に設ける居室の定員の合計数が５人以下で，

利用者の食堂への往来に支障が生じないと認められることとする。 

（浴室） 

第１１条 条例第１５３条第５項第３号イ，第１７３条第５項第２号イ及び第１８８条第

２項第３号イに規定する規則で定める基準は，次の各号のいずれをも満たすものとする。 

（１） 脱衣室は，浴室と扉及び壁で仕切られていること。 

（２） 脱衣室の扉は，プライバシーを確保するに足りる適切な素材を用いていること。 

（３） 脱衣室は，廊下又は広間に直接面して設けていること。 

（便所） 

第１２条 条例第１５３条第５項第４号イ及び第１８８条第２項第４号イに規定する規則

で定める基準は，次の各号のいずれをも満たすものとする。 

（１） 便房ごとに扉及び壁で仕切られていること。 

（２） 便房の扉は，プライバシーを確保するに足りる適切な素材を用いていること。 

（ユニットリーダー） 

第１３条 条例第１８１条第２項第４号及び第２１６条第２項第４号に規定する規則で定

める者は，本市又は本市が委託する社会福祉法人等が実施するユニットリーダー研修を

修了した者とする。 

（委任） 

第１４条 この規則に定めるもののほか，必要な事項は，保健福祉局長が別に定める。 

附 則 

この規則は，平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年市規則第７５号） 

この規則は，平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年市規則第１１１号） 

この規則は，平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年市規則第１０３号） 



この規則は，平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年市規則第４５号） 

この規則は，令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年市規則第２３号） 

この規則は，令和６年４月１日から施行する。 

 


